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法人・大学の業務運営に係る自己評価の実施方針

第１ 趣 旨

中期目標、中期計画に基づき、自己点検、評価を定期的に実施するために必要な

仕組みを整備。なお、この自己点検評価は、法人が行う自己点検評価であるととも

に、学校教育法の規定に基づき大学が行う自己点検評価にも位置付け。

中期目標（抄） 中期計画（抄）

第５ 自己点検、評価及び当該状況に
係る情報の提供に関する目標

教育研究及び組織運営の状況につい １ 自己点検、評価を実施する体制の整備
て自ら行う点検、評価を定期的に実施 評価対象、評価基準、評価方法、評価の実
する体制を整えるとともに その内容 施体制、評価結果の公表の方法、評価の周期、 、
方法の一層の充実に取り組む。 等を明確にし、自己点検、評価を全学的かつ

また、評価結果については、速やか 定期的に行う体制を整える(平成18年度)。
に公表するとともに、法人が、業務運 ( .193)No
営の改善に取り組んでいる状況を住民
にわかりやすく示すことができるよう
工夫する。

第２ 自己評価に関わる法制度

●学校教育法

第６９条の３（第１項）

大学は、その教育研究水準の向上に資するため、文部科学大臣の定めるところにより、

、 （ 「 」当該大学の教育及び研究 組織及び運営並びに施設及び設備 次項において 教育研究等

という ）の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。。

●学校教育法

第６９条の３（第２項）

大学は、前項の措置に加え、当該大学の教育研究等の総合的な状況について、政令で定

める期間ごとに、文部科学大臣の認証を受けた者（以下「認証評価機関」という ）による。

評価（以下「認証評価」という ）を受けるものとする。ただし、認証評価機関が存在しな。

い場合その他特別の事由がある場合であつて、文部科学大臣の定める措置を講じていると

きは、この限りでない。

学校教育法に基づく自己評価

学校教育法に基づく第三者評価

・文部科学大臣の定め（施行規則71の2）
同項の趣旨に則し適切な項目を設定する

とともに、適当な体制を整えて行う。

・政令で定める期間（施行令40）
７年以内
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【参考：今後本学の認証評価を実施することとなる「 財）大学基準協会」の評価の方法】（

１．評価の周期

協会の正会員となることを希望する大学にあっては、最初の加盟判定の後、５年後に

第１回目の相互評価を行い、その後の相互評価は７年以内の周期で行う。

２．評価の基準

協会の正会員の合意に基づき定めた「大学基準 （15の大項目で構成）及びその下位」

基準である「学士課程基準 「修士・博士課程基準 。また、これらの基準の適合状況」、 」

を確認するため 「主要点検・評価項目 （375項目）を設定。、 」

３．評価の特徴

各大学が掲げる理念、目的、教育目標を達成するために大学がどのような努力を払っ

ているか、それがどの程度達成されているかという観点から「達成度評価」を、また、

大学基準協会の正会員としての水準に照らし、教育研究活動の状況がどの程度充実して

いるかという観点から「水準評価」を実施。

４．評価手続き

評価を申請する大学は、主要点検・評価項目に従って自己点検評価を行い、報告書に

取りまとめて協会に提出し、審査を受ける。

●地方独立行政法人法

（各事業年度に係る業務の実績に関する評価）

第２８条 地方独立行政法人は、設立団体の規則で定めるところにより、各事業年度におけ

る業務の実績について、評価委員会の評価を受けなければならない。

２ 前項の評価は、当該事業年度における中期計画の実施状況の調査をし、及び分析をし、

並びにこれらの調査及び分析の結果を考慮して当該事業年度における業務の実績の全体に

ついて総合的な評定をして、行わなければならない （以下略）。

（中期目標に係る業務の実績に関する評価）

第３０条 地方独立行政法人は、設立団体の規則で定めるところにより、中期目標の期間に

おける業務の実績について、評価委員会の評価を受けなければならない。

２ 前項の評価は、当該中期目標の期間における中期目標の達成状況の調査をし、及び分析

をし、並びにこれらの調査及び分析の結果を考慮して当該中期目標の期間における業務の

実績の全体について総合的な評定をして、行わなければならない （以下略）。

（認証評価機関の評価の活用）

第７９条 評価委員会が公立大学法人について第３０条第１項の評価を行うに当たっては、

学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第６９条の３第２項に規定する認証評価機関の教

育及び研究の状況についての評価を踏まえることとする。

（中期目標の期間の終了時の検討）

第３１条 設立団体の長は、地方独立行政法人の中期目標の期間の終了時において、当該地

方独立行政法人の業務を継続させる必要性、組織の在り方その他その組織及び業務の全般

にわたる検討を行い、その結果に基づき、所要の措置を講ずるものとする （以下略）。

地方独立行政法人法に基づく第三者評価等
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第３ 自己評価の実施に当たっての基本的考え方

業務運営における長所、問題点等を明らかにし、その結果を業務の質の向上、

運営の効率化の取組に反映。

自己評価結果を、学校教育法、地方独立行政法人法の規定により義務づけられ

ている３種類の第三者評価に活用。

社会に対する説明責任を果たすとともに 知事が中期目標期間終了時に行う 法、 「

人の組織及び業務の全般にわたる検討」等に積極的に反映。

第４ 設定する自己評価の種類、評価の対象等

種 類 対 象 目 的 実施時期

事業年度 当該事業年度におけ ○中期目標の達成に向けた中期計画 各事業年
評 価 る中期計画の進捗状 の進行管理 中止 変更を含む 度終了の（ 、 。）

況 翌年度
・県の評価委員会が行う業務実績評

価（地独法28）への活用

中期目標 中期目標の達成状況 ○中期目標の達成状況の確認(認証 中期目標
期間評価 評価の結果を踏まえる ） 期間最終。

年度の翌
年度・県の評価委員会が行う業務実績評

価（地独法30,79）への活用

総合評価 中期目標の達成状況 ○次期中期計画の策定 中期目標
期間の第

大学基準適合性 ５年度・認証評価機関(大学基準協会）が
行う評価(認証評価 （学教法69の）
3②）への活用

・知事が行う中期目標期間終了時の
検討（地独法31）への反映（次期
中期目標策定を含む ）。

過重負担を回避する評価を行う

自主性、主体性を伸長する評価を行う

業務の質の向上等に資する評価を行う
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【参考：各評価の実施の周期】

年 大学基準
知 事 県評価委員会 法 人

度 協 会

18

①

19

②

20

③

21

④

22

⑤

23

⑥

24

①

組
織
及
び
業
務
全
般
に
わ
た

る
検
討

中期目標

期間評価

事業年度

評価 ⑥

中期目標

期間評価

総合評価

（基準日）

22年5月1日

認証評価

（相互判

定）

事業年度

評価 ⑤

事業年度

評価 ④

事業年度

評価 ③

事業年度

評価 ②

事業年度

評価 ①

事業年度

評価 ①

事業年度

評価 ②

事業年度

評価 ③

事業年度

評価 ④

事業年度

評価 ⑤

事業年度

評価 ⑥

次
期
中
期
計
画

策
定

次
期
中
期

目
標
策
定

認証評価

（加盟判定

審査）

第

１

期

中

期

目

標

期

間

第
２
期
中
期
目
標
期
間



- -5

第５ 評価実施の手順

副理事長 経 営 審 議 会（ ）事務局長
理 事 長 ( 学 長 ）各部局の長

理 事 教育研究評議会（ 副 学 長 ）

②報告書作成

・提出

①所掌事項に

係る自己評価

の実施

③各部局の自

己評価結果の

点検

④自己評価結

果報告書（原

案）作成・提

出

⑤自己評価結果報

告書（原案）の点検

⑦自己評価結

果報告書(案)

の審議

⑥自己評価結果報

告書（案）の決定

【審議機関付議】

⑧自己評価結

果報告書(案)

に対する意見

⑨自己評価結果報

告書の確定

⑩自己評価結果報

告書の公表

⑪第三者評価申請《第三者評価申請期限》

○県評価委員会

評価対象年度（期間）の翌年度の6月30日

○大学基準協会

評価基準日の属する年度の翌年度の4月1日

【評価業務組織】

経営企画室

点検評価委員会
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第６ 評価対象と評価基準

１ 事業年度評価

【 】【年度計画の達成度】 【中期計画の進捗度】 中期計画全体の進捗度

＊ 年度計画は、中期計画に基づき当該年度において実施すべき事項を定めた計画

であることから、中期計画の進捗状況は年度計画の達成状況をもとに判断するこ

とを基本。

評

価

対

象

No.1

No.139

No.・・

評

価

基

準

１ 教育研究等の質の向

上に関する事項

No.138

No.180

No.・・ ２ 業務運営の改善及び

効率化に関する事項

No.179

No.193

No.・・ ３ 財務内容の改善に関

する事項

No.192

No.198

No.・・
４ 自己点検、評価及び

当該状況に係る情報の

提供に関する事項
No.197

No.・・
５ その他業務運営に関

する重要事項

No.201

中期計画全体

５ 年度計画を十二分に達成

４ 年度計画を十分達成

３ 年度計画を概ね達成

２ 年度計画はやや未達成

１ 年度計画は未達成

ｓ 中期計画の進捗は優れて
順調

ａ 中期計画の進捗は順調

ｂ 中期計画の進捗は概ね順
調

ｃ 中期計画の進捗はやや遅
れている

ｄ 中期計画の進捗は遅れて
いる

最小単位別評価

No.は中期計

画の最小単位

に付している

番号(連番）

大項目別評価 全体評価

No.ごと

に評定

全体を評

定
大項目ご

とに評定

S 中期計画の進捗は優れて
順調

A 中期計画の進捗は順調

B 中期計画の進捗は概ね順
調

C 中期計画の進捗はやや遅
れている

D 中期計画の進捗は遅れて
いる

積上 積上
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【判断の目安】

（参 考）

国立大学法人評価基準 判断の目安(例示)

の年度評価の

基準・目安

＊教育研究は評数値目標 制度整備目標
定しない

Ⅳ年度計画を５ 年度計画を十二分に達成 120％以上 制度が模範的
上回って実施機能を発揮

Ⅲ年度計画を４ 年度計画を十分達成 100～120％ 制度が実際に
十分に実施機能を発揮

【標 準】
３ 年度計画を概ね達成 90～100％ 制度整備済

Ⅱ年度計画を２ 年度計画はやや未達成 70～90％ 検討段階
十分には実施
していない

Ⅰ年度計画を１ 年度計画は未達成 70％未満 取組なし
実施していな
い

＊ 年度計画の達成度が100％を超える余地がないような場合（数値目標が「●●率

100％」である等）の目安

「５ 達成度100％ 「４ 達成度95％～100％ 「３ 達成度90～95％ 、」、 」、 」

「２ 達成度70～90％ 「１ 達成度70％未満 。」、 」

○３（標準）の下限となる達成度の目安

「概ね」≒「十中八九」の「九」（計画実施の確実性） → 達成度90％

○年度計画が当該年度に制度を整備することを目標としている場合の目安

着手、具体的成果物、効果の有無を考慮して設定（標準を超える評定（県民に

「十分達成」の内容を明らかにし得るもの）を付すには何らかの効果があった

と言えるかどうかをみることを基本。）。

○国交省所管独立行政法人（４段階）

極めて順調120％以上、順調100～120％、概ね順調80～100％、要努力80％

未満

○大学基準協会（４段階）（改善への取組状況に関する評定基準）

Ａ改善の成果があがっていて他大学の模範となる、Ｂ改善への取組が制度化さ

れている、Ｃ検討段階にとどまっている、Ｄ検討も行っていない

考え方

参考事例

最小単位別評価
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（参 考）

国立大学法人の年度評価評価基準 判断の目安

の基準・目安大項目内の最小単位
別評価の評点平均値

特筆すべき進捗状況にあるｓ 中期計画の進捗 ４．３以上
（評価委員会が特に認める場合）は優れて順調

順調に進んでいるａ 中期計画の進捗 ３．５～４．２
（全てⅣ又はⅢ）は順調

【標 準】
概ね順調に進んでいるｂ 中期計画の進捗 ２．７～３．４

（Ⅳ又はⅢの割合が９割以上）は概ね順調

やや遅れているｃ 中期計画の進捗 １．９～２．６
（Ⅳ又はⅢの割合が９割未満）はやや遅れている

重大な改善事項があるｄ 中期計画の進捗 １．８以下
（評価委員会が特に認める場合）は遅れている

＊最小単位別評価の評点のうち３以上の評点が占める割合が90％未満の場合一段階

下げも可。

大項目別評価

○ｂ（標準）の下限及び上限

「概ね」３点の90％（＝2.7）。上限は四捨五入（＝3.4）。

→ ｂの刻み幅0.7（2.7～3.4）を各段階共通の刻み幅とする。

○最小単位別評価の評点のうち３以上の占める割合が９割未満の場合の取扱

大項目内の各年度計画の達成状況のバランスをあわせて考慮するもの。

○目安以外の諸事情の考慮

評定に当たっては、大項目内の最小単位別評価の評点平均値をもとに、

大項目全体を平均的に判断するばかりでなく、必要に応じ、重要な意義を

有する事項や優れた取組がなされている事項その他法人を取り巻く諸事情

を考慮（次の全体評価も同様）。

○大学入学者選抜実施要項（文部科学省）に基づき作成する調査書に記載する

学習成績概評 （教科・科目の全体評定平均値）

Ａ5.0～4.3、Ｂ4.2～3.5、Ｃ3.4～2.7、Ｄ2.6～1.9、Ｅ1.8以下（５段階）

考え方

参考事例
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（参 考）

国立大学法人の年度評価評価基準 判断の目安

の基準・目安大項目内の最小単位別
評価の評点平均値をそ
れぞれ各大項目のウエ
イトで乗じて得た数値
の合計値

【記述式】Ｓ 中期計画の進捗 ４．３以上
項目別評価の結果等を踏まえつは優れて順調

つ、各国立大学法人等の特性に配
慮して法人の中期計画の進捗状況Ａ 中期計画の進捗 ３．５～４．２
全体について、記述式により評価は順調
する。

【標 準】
その際、学長・機構長のリーダＢ 中期計画の進捗 ２．７～３．４

ーシップの下、機動的・戦略的なは概ね順調
運営を目指した取組、国民や社会
に対する説明責任を重視した社会Ｃ 中期計画の進捗 １．９～２．６
に開かれた運営を目指した取組及はやや遅れている
びそれらが機能しているかどうか
や教育研究等の質の向上に向けたＤ 中期計画の進捗 １．８以下
特色ある取組等について積極的には遅れている
評価する。

＊大項目内の最小単位別評価の評点のうち３以上の評点が占める割合をそれぞれ

各大項目のウエイトで乗じて得た数値の合計値が90％未満の場合一段階下げも

可。

＊主要な経営指標の悪化、法令に違反する重大な事実の発生等中期計画の想定外

の事象が存在する場合は、特にＣ又はＤを付すことも可。

○段階評価の採用

・評定に係る記述を類型化することによるわかりやすさ、検証のしやすさ、

経年的な比較の容易さ等のメリットを考慮し、大項目別評価に準拠。

・進捗が順調な事項や遅れている事項、法人の特色ある取組や意欲的な改善

努力がみられる事項等やこれらの総括は、評価結果（中期計画全体の進捗

状況の評定）と明確に区別し、評価結果報告書の「評価の概要」欄におい

て文章で明らかにする。

○主要な経営指標の悪化、法令に違反する重大な事実の発生等中期計画の想定

外の事象が存在する場合の取扱

業務の確実な実施という法人の前提そのものに重要な疑義を抱かせるもの

であるため。（経常損失の発生、定員割れ、学教法15条の文科大臣勧告等を

想定）

全体評価

考え方
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中期計画全体の進捗状況を評定するに当たり、大項目相互間の均衡を著しく失

することがないよう、特定の項目の進捗状況が全体の評価に過度に影響し、他の

重要な項目の影響がほとんど及ばないといったことを回避。

大項目区分 ウエイト 考え方

教育研究等の質の向上 0.50

業務運営の改善及び効率化 0.20

財務内容の改善 0.20

自己点検、評価 0.05

その他業務運営 0.05

ウエイト合計 1.00

大項目 大項目内の最小 ウエイト ウエイト
項目別評価の評 加算値
点平均値

教育研究等の質の向上 （138） Ｘ1 0.50 Ｙ1 Ｘ1＊0.50=

業務運営の改善及び効率化 （41） Ｘ2 0.20 Ｙ2 Ｘ2＊0.20=

財務内容の改善 （13） Ｘ3 0.20 Ｙ3 Ｘ3＊0.20=

自己点検、評価 （ 5） Ｘ4 0.05 Ｙ4 Ｘ4＊0.05=

その他業務運営 （ 4） Ｘ5 0.05 Ｙ5 Ｘ5＊0.05=

計 201 1.00（ ）

＊ 大項目欄の（ ）は中期計画の最小項目の数。年度によっては当該年度に実施すべ

き事項がない場合があることから各年度の評価の対象となる最小単位数には変動があ

る。

事業年度評価の全体評価の判断の目安の算定に用いる

各大項目の基本的ウエイト

趣 旨

設定するウエイト

義
務
性
小

外部に提供するサ

ービス

サービス提供を支え

る法人運営

車の両輪

義務

性大

0.50

0.50

0.90

学校教育法

労 安 法

全体評価の判断の目安となる数値＝Ｙ1＋Ｙ2＋Ｙ3＋Ｙ4＋Ｙ5

0.10
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２ 中期目標期間評価

【 】【中期計画の達成度】 【中期目標の達成度】 中期目標全体の達成度

中期計画は、中期目標を達成するための計画として知事の認可を受けたものであ＊

ることから、中期目標の達成状況は、中期計画の達成状況をもとに判断することを

基本。

評

価

対

象

No.1

No.139

No.・・

評

価

基

準

１ 教育研究等の質の向

上に関する目標

No.138

No.180

No.・・ ２ 業務運営の改善及び

効率化に関する目標

No.179

No.193

No.・・ ３ 財務内容の改善に関

する目標

No.192

No.198

No.・・
４ 自己点検、評価及び

当該状況に係る情報の

提供に関する目標
No.197

No.・・
５ その他業務運営に関

する重要目標

No.201

中期目標全体

５ 中期計画を十二分に達成
４ 中期計画を十分達成
３ 中期計画を概ね達成
２ 中期計画はやや未達成
１ 中期計画は未達成

ｓ 中期目標を十二分に達成
ａ 中期目標を十分達成
ｂ 中期目標を概ね達成
ｃ 中期目標はやや未達成
ｄ 中期目標は未達成

Ｓ 中期目標を十二分に達成
Ａ 中期目標を十分達成
Ｂ 中期目標を概ね達成
Ｃ 中期目標はやや未達成
Ｄ 中期目標は未達成

最小単位別評価

No.は中期計

画の最小単位

に付している

番号

大項目別評価 全体評価

No.ごとに

評定

全体を評

定
大項目ご

とに評定

各評価に当たっての判断の目安、全体評価に用いる各大項目のウェイトは「事

業年度評価」に準拠。

積上 積上
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【判断の目安】

（参 考）

国立大学法人の中期目標期間評価基準 判断の目安(例示)

評価の基準・目安

業務運営等 教育研究数値目標 制度整備目標

（取組や活動、５ 中期計画を十 120％以上 制度が模範的 Ⅳ中期計画を上
成果の状況から二分に達成 機能を発揮 回って実施

実施状みて）

Ⅲ中期計画を十 況が優れてい４ 中期計画を十 100～120％ 制度が実際に
分に実施 る分達成 機能を発揮

実施状況が概【標 準】
ね良好である３ 中期計画を概 90～100％ 制度整備済

ね達成

Ⅱ中期計画を十 実施状況が不２ 中期計画はや 70～90％ 検討段階
分には実施して 十分であるや未達成
いない

Ⅰ中期計画を実１ 中期計画は未 70％未満 取組なし
施していない達成

＊ 中期計画の達成度が100％を超える余地がないような場合（数値目標が「●●率

100％」である等）の目安

「５ 達成度100％ 「４ 達成度95％～100％ 「３ 達成度90～95％ 、」、 」、 」

「２ 達成度70～90％ 「１ 達成度70％未満 。」、 」

（参 考）

国立大学法人の中期目標期間評価基準 判断の目安

評価の基準・目安大項目内の最小単位

業務運営等 教育研究別評価の評点平均値

達成状況が非常に優れ ＊評定せｓ 中期目標を十二 ４．３以上
ている（特認） ず分に達成

達成状況が良好である （中項目ａ 中期目標を十分 ３．５～４．２
（全てⅣ又はⅢ） まで段階達成

評価）
達成状況が概ね良好で【標 準】
ある（Ⅳ又はⅢの割合ｂ 中期目標を概ね ２．７～３．４
が９割以上）達成

達成状況が不十分であｃ 中期目標はやや １．９～２．６
る（Ⅳ又はⅢの割合が未達成
９割未満）

重大な改善事項があるｄ 中期目標は未達 １．８以下
（特認）成

＊最小単位別評価の評点のうち３以上の評点が占める割合が90％未満の場合一段階

下げも可。

大項目別評価

最小単位別評価
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（参 考）

国立大学法人の中期目標期間評価基準 判断の目安

評価の基準・目安大項目内の最小単位別
評価の評点平均値をそ
れぞれ各大項目のウエ
イトで乗じて得た数値
の合計値

【記述式】Ｓ 中期目標を十二 ４．３以上
分に達成

中期目標の各事項の達成状況の
確認結果等を踏まえつつ、各法人Ａ 中期目標を十分 ３．５～４．２
の特性にも配慮し、中期目標期間達成
の業務実績の全体について総合的
に評価を行う。【標 準】

Ｂ 中期目標を概ね ２．７～３．４
達成

Ｃ 中期目標はやや １．９～２．６
未達成

Ｄ 中期目標は未達 １．８以下
成

＊大項目内の最小単位別評価の評点のうち３以上の評点が占める割合をそれぞれ

各大項目のウエイトで乗じて得た数値の合計値が90％未満の場合一段階下げも

可（認証評価において重大な問題が多数指摘された場合も同様 。）

＊主要な経営指標の悪化、法令に違反する重大な事実等中期目標の想定外の事象

が存在する場合は、特にＣ又はＤを付すことも可。

大項目区分 ウエイト 備 考

事業年度評価に同じ教育研究等の質の向上 0.50

業務運営の改善及び効率化 0.20

財務内容の改善 0.20

自己点検、評価 0.05

その他業務運営 0.05

ウエイト合計 1.00

全体評価

各大項目の基本的ウエイト
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３ 総合評価

No.は中

期計画

の最小

単位に

付してい

る番号

No.1

No.・・

No.21

最小単位別評価 大項目別評価 全体評価

1.1

1.2

1.3

１ 理念・目的・教育目標

中期目標達成度
（第2-1(1)）

大学基準適合性

No.・・

No.162

2.1

2.2

中期目標達成度
（第3-2）

大学基準適合性

No.155
２ 教育研究組織

大学基

準適合

性を評

価する

ために

設定す

る評価

項目の

番号

No.・・

No.27

3.1(8)

3.1(1)

中期目標達成度
（第2-1(2)）

大学基準適合性

No.22
３(1)教育課程

3.1・・

No.・・

No.61

3.2(9)

3.2(1)

中期目標達成度
（第2-1(3)）
（第2-1(4)）

大学基準適合性

No.28
３(2)教育方法

3.2・・

No.・・

No.138

3.3

中期目標達成度
（第2-1(5)）

大学基準適合性

No.129
３(3)教育研究交流

No.・・

No.74

4.3

4.1

中期目標達成度
（第2-1(5)）

大学基準適合性

No.62 ４ 学生の受け入れ

4.2

No.・・

No.96

中期目標達成度
（第2-2）

大学基準適合性

No.75
５ 学生生活

5.1

5.・・

5.4

積上 積上

評

価

対

象

（

続

く

）

「第2-1(1)」とあるのは、

中期目標の項目番号

(以下同じ）

中期計画
達 成 度

大学基準
適 合 性

中期目標
達 成 度

大学基準
適 合 性

中期目標
達 成 度

大学基準
適 合 性



- -15

No.・・

No.115

6.2(2)

6.1

中期目標達成度
（第2-3）

大学基準適合性

No.97

６ 研究環境

6.2(1)

No.・・

No.128

7.1

中期目標達成度
（第2-4）

大学基準適合性

No.116
７ 社会貢献

No.・・

No.174
8.1(1)

中期目標達成度
（第3-3）

大学基準適合性

No.163
８ 教員組織

8.・・

No.・・

No.179

中期目標達成度
（第3-4）

大学基準適合性

No.175 ９ 事務組織

9.1

9.2

9.3

6.2(3)

7.2

8.3

10 施設・設備

中期目標達成度
（第4-3）
（第6-1）
（第6-2）

No.189

No.・・

No.198

No.192

No.・・

No.201

大学基準適合性

11 図書・電子媒体等

中期目標達成度
（第2-1(3)）
＊再掲

大学基準適合性

No.43

No.・・

No.47

11.1

11.2

11.3

10.1

10.・・

10.4

大項目全体

大学基準適合性
（全体）

中期目標達成度
（全体）

評

価

対

象

（

続

く

）
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評

価

基

準

【中期計画】
5十二分に達成
4十分達成
3概ね達成
2やや未達成
1未達成

全体を評
定

単位ごと
に評定

大項目ご
とに評定

【大学基準】
5十二分に適合
4十分適合
3概ね適合
2やや非適合
1非適合

【中期目標】
s十二分に達成
a十分達成
b概ね達成
cやや未達成
d未達成

【大学基準】
s十二分に適合
a十分適合
b概ね適合
cやや非適合
d非適合

【大学基準】
S十二分に適合
A十分適合
B概ね適合
Cやや非適合
D非適合

【中期目標】
S十二分に達成
A十分達成
B概ね達成
Cやや未達成
D未達成

13 財 務

中期目標達成度
（第4-1）
（第4-2）

大学基準適合性

No.180

No.・・

No.188

13.1

13.2

14 点検評価

中期目標達成度
（第5）

大学基準適合性

No.193

No.・・

No.197

14.1

14.2

15 情報公開・説明責任

中期目標達成度
（第3-1(3)）
（第3-1(4)）

大学基準適合性

No.148

No.・・

No.154

15.1

15.2

大学基準適合性

中期目標達成度
（第3-1(1)）
（第3-1(2)）

12 管理運営

12.1

12.2

No.147

No.・・

No.139

評

価

対

象

（

続

き

）
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【大学基準適合性の評価に用いる評価項目】

区 分 項 目 名

１ 理念、目的、 1.1 教育目標の内容

教育目標 1.2 教育目標の周知

1.3 教育目標の検証

２ 教育研究組織 2.1 教育研究組織の規模内容

2.2 教育研究組織の検証

３ 教育内容・方 （3.1教育課程）

法

3.1(1)教育目標、専攻に係る専門の学芸との関係

3.1(2)外国語能力、情報活用能力の育成への配慮(学士課程）

3.1(3)教養教育への配慮(学士課程）

3.1(4)教育内容の量的バランス(学士課程）

3.1(5)関連分野の基礎的素養の涵養等への配慮（修士課程・博士課程）

3.1(6)単位数

3.1(7)単位互換及び単位認定

3.1(8)導入教育

（3.2教育方法等）

3.2(1)授業の方法

3.2(2)研究指導（修士課程・博士課程）

3.2(3)学生に対する履修指導

3.2(4)シラバス

3.2(5)成績評価

3.2(6)履修科目登録の上限設定(学士課程）

3.2(7)教育内容等の組織的な改善

3.2(8)教育効果の測定

3.2(9)学位授与・課程修了の認定

3.3国外との教育研究交流

４ 学生の受け入 4.1受け入れの方法

れ 4.2受け入れの方法を検証する仕組み

4.3定員並びに在籍学生数の適正化

５ 学生生活 5.1 経済的支援

5.2 生活相談、進路選択指導等

5.3 ハラスメントの防止

5.4 課外活動支援

６ 研究環境 6.1 研究活動

（6.2 研究環境）

6.2(1)個人研究費等

6.2(2)研修機会の確保等

評価を効率的に行うため、大学基準協会の各
種基準、主要点検評価項目を踏まえて、61の評
価項目を設定
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6.2(3)研究活動の活性化に資する措置

７ 社会貢献 7.1 社会との交流

7.2 企業等との連携

８ 教員組織 （8.1 教員組織）

8.1(1)教員数

8.1(2)教員配置

8.1(3)専任教員の年齢構成

8.1(4)教員間の連携体制

8.1(5)学生の学修活動を支援するための人的体制

8.2 教員の任免、昇任等と身分保障

8.3 教員の教育研究活動の評価

９ 事務組織 9.1 事務組織の役割

9.2 事務組織の機能強化

9.3 専門業務に係る事務組織の設置

10 施設・設備 10.1 校地、校舎等施設

10.2 機械器具等

10.3 利用上の配慮

10.4 維持管理体制

11 図書・電子媒 11.1 図書等の資料

体 11.2 図書館

11.3 学術情報提供システムの整備等

12 管理運営 12.1 執行機関と審議機関の役割等

12.2 規定の整備とその運用

13 財務 13.1 財政的基盤と財務運営

13.2 外部資金

14 点検・評価 14.1 自己点検・評価

14.2 第三者評価等

15 情報公開・説 15.1 情報公開

明責任 15.2 説明責任

全61項目
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【判断の目安】

備 考評価基準 判断の目安(例示)

数値目標 制度整備目標

、５ 中期計画を十二分に達成 120％以上 制度が模範的 事業年度評価
中期目標期間評機能を発揮
価に同じ

４ 中期計画を十分達成 100～120％ 制度が実際に
機能を発揮

【標 準】
３ 中期計画を概ね達成 90～100％ 制度整備済

２ 中期計画はやや未達成 70～90％ 検討段階

１ 中期計画は未達成 70％未満 取組なし

備 考評価基準 判断の目安(例示)

制度整備基準 その他

評価に当たっ５ 大学基準に十二分に適合 制度が模範的 優れた長所が
ては、大学基準機能を発揮 ある
協会の「達成度
並びに水準に関４ 大学基準に十分適合 制度が実際に 問題点がない
する評定事項」機能を発揮
を踏まえる（特
に 在 籍 学 生 比【標 準】 改善が望まれ
率、専任教員の３ 大学基準に概ね適合 制度整備済 る事項がある
年齢構成等につ
いて数値による２ 大学基準にやや非適合 検討段階 改善を要する
基準が示されて事項がある
いる 。。）

１ 大学基準に非適合 取組なし 基準に適合し
ないことが明
らかである

中期計画の達成度

大学基準適合性

○ＪＡＢＥＥ(日本技術者教育認定機構）の評価基準
(1)適合(A)：当該審査項目が認定基準を満たしている。
(2)懸念(C)：当該審査項目が現時点では認定基準を満たしているが、改善が望まれる。した

がって、当該審査項目が認定基準への完全な適合を継続するためには、何らかの
対処が望まれる。

(3)弱点(W)：当該審査項目が現時点では認定基準をほぼ満たしているが、その適合度合いが
弱く、改善を必要とする。したがって、適合の度合いを強化する何らかの対処が
必要となる。

(4)欠陥(D)：当該審査項目が認定基準を満たしていない。したがって、プログラムは認定基
準に適合していない。

＊認定の有効期間は原則５年であるが、認定基準の適合が弱い場合等、認定を５年間維持す
ることが困難とJABEEが判定した場合には、有効期間が２年に短縮される。（短縮の理由とし
ては、学習・教育目標達成の不安定さ、財源状態の不確実性、プログラム運営組織の不確実
性、教員や施設設備の増強・改善の必要性、新規カリキュラムの開始又はカリキュラム変更
の進行、特定教員への過度の依存等があり、プログラムの改善を促すために行われる。）

最小単位別評価

参考事例
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備 考評価基準 判断の目安

中期目標達成度 大学基準適合性 大項目内の最小単位
別評価の評点平均値

事業年度評価、ｓ 中期目標を十二 ｓ 大学基準に十 ４．３以上
中期目標期間評分に達成 二分に適合
価に同じ

ａ 中期目標を十分 ａ 大学基準に十 ３．５～４．２
達成 分適合

【標 準】 【標 準】
ｂ 中期目標を概ね ｂ 大学基準に概 ２．７～３．４

達成 ね適合

ｃ 中期目標はやや ｃ 大学基準にや １．９～２．６
未達成 や非適合

ｄ 中期目標は未達 ｄ 大学基準に非 １．８以下
成 適合

備 考評価基準 判断の目安

中期目標達成度 大学基準適合性 中期目標期間評価の
５つの大項目区分に
より再計算して算出
した最小単位別評価
の評点の平均値を中
期目標期間評価の大
項目のウエイトで乗
じて得た数値の合計
値

事業年度評価、Ｓ 中期目標を十二 Ｓ 大学基準に十 ４．３以上
中期目標期間評分に達成 二分に適合
価に同じ

Ａ 中期目標を十分 Ａ 大学基準に十 ３．５～４．２
達成 分適合

【標 準】 【標 準】

Ｂ 中期目標を概ね Ｂ 大学基準に概 ２．７～３．４
達成 ね適合

Ｃ 中期目標はやや Ｃ 大学基準にや １．９～２．６
未達成 や非適合

Ｄ 中期目標は未達 Ｄ 大学基準に非 １．８以下
成 適合

全体評価

大項目別評価
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事業年度評価・中期目標 備 考最小単位の評点の ウエイト
平均値を再計算

期間評価との対応関係す る 範 囲

各事業年１ 理念・目的・教育目標
度評価、３ 教育内容・方法

１ 教育研究等の質の向上 中期目標４ 学生の受け入れ 0.50
期間評価５ 学生生活
の大項目６ 研究環境
区分でウ７ 社会貢献
ェイト付11 図書・電子媒体
け

２ 教育研究組織
８ 教員組織

２ 業務運営の改善及び効９ 事務組織 0.20
率化12 管理運営

15 情報公開・説明責任

３ 財務内容の改善10 施設・設備
0.25

５ その他業務運営13 財務

４ 自己点検、評価14 点検・評価 0.05

ウエイト合計 1.00

大項目 再 計 算 に よ ウエイト ウエイト
り 算 定 し た 加算値
最 小 単 位 別

再計算の範囲 評 価 の 評 点
平均値

１教育研究等 １理念・目的・教育目標 Ｘ1 0.50 Ｙ1 Ｘ1＊0.50=
の質の向上 ３教育内容・方法

４学生の受け入れ
５学生生活
６研究環境
７社会貢献
11図書・電子媒体

２業務運営の ２教育研究組織 Ｘ2 0.20 Ｙ2 Ｘ2＊0.20=
改善及び効率 ８教員組織
化 ９事務組織

12管理運営
15情報公開・説明責任

３財務内容の 10施設・設備 Ｘ3 0.25 Ｙ3 Ｘ3＊0.25=
改善 13財務
５その他業務
運営

４自己点検、 14点検・評価 Ｘ4 0.05 Ｙ4 Ｘ4＊0.05=
評価

計 1.00

0.50

1.00

総合評価の全体評価の判断の目安の算定に用いる各大項目の基本的ウエイト

0.20

0.20

0.05

0.05

全体評価の判断の目安となる数値＝Ｙ1＋Ｙ2＋Ｙ3＋Ｙ4
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第７ 評価結果報告書記載事項

事業年度評価 中期目標期間評価 総合評価

１ 法人の概要 １ 法人の概要 １ 序 章
２ 本 章

＊15の大項目ごとに「目
標及びその達成状況 、」
「大学基準適合性 「長」、
所及び問題点 「対処す」、
べき課題」を記述。

２ 評価結果 ２ 評価結果 ３ 終 章
(1)総合的な評定 (1)総合的な評定 (1)総合的な評定

＊全体評価における評 ＊同左 ＊全体評価における「目
定及びその理由を記載 標達成度 「大学基準適」、

合性」の評定及びその理
由を記載

(2)評価概要 (2)評価概要 (2)評価概要

＊中期計画全体の進捗 ＊中期目標全体の達成 ＊全体的な状況、大項目
状況、大項目ごとの進 状況、大項目ごとの達 ごとの目標の達成状況、
捗状況について長所及 成状況について長所及 大学基準適合性につい
び問題点を中心に要約 び問題点を中心に要約 て、長所及び問題点を中

心に要約

(3)対処すべき課題 (3)対処すべき課題 (3)対処すべき課題

＊長所の伸長と問題点 ＊同左 ＊同左
の改善に向けた方策を
記述

(4)前回指摘事項への対応 (4)前回指摘事項への対応 (4)前回指摘事項への対応
状況 状況 状況

＊直近の自己評価、第 ＊同左 ＊同左
三者評価において問題
点として指摘した（さ
れた）事項への対応状
況の確認結果を記載

３ 中期計画の各項目ご ３ 中期計画の各項目ご
との実施状況 との達成状況

最小単位ごとの「中 ＊最小単位ごとの「中＊
期計画 「年度計画 、 期目標 「中期計画 、」、 」 」、 」
「 」、 「 」、年度計画の達成状況 中期計画の達成状況
「評定」等の対比表 「評定」等の対比表

４ その他法人の現況に ４ その他法人の現況に ４ 大学基礎データ等
関する事項 関する事項

＊業務に関する主要指 ＊同左
標の推移等

総合評価の評価結果報告書は序章、本章、
終章の３部構成とする旨大学基準協会指定

大学基礎データ等は
大学基準協会の指定に
従う。
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第８ 評価結果に基づく業務運営の改善

改善を要する事項（第三者評価において指摘された事項を含む ）については、理。

事長から関係部局に対しその改善を求め、次回評価において状況を確認し、その結

果を評価結果報告書に記載。

第９ 評価業務に係る組織

経営企画室と教育研究活動等点検評価委員会において次のとおり役割分担し、評

価業務を円滑に遂行。

経営企画室 教育研究活動等点検評価委員会 摘 要

①大学評価、授業評価の方法の

開発、改善等に関すること

①法人(大学）の自己評価の実施

に係る規定の整備に関すること

②事業年度評価及び中期目標期間 ②総合評価に係る評価結果報告

評価に係る評価結果報告書の調製 書の調製に関すること

に関すること

③県評価委員会評価に関すること ③認証評価に関すること

④大学基礎データの管理に関す

ること

⑤教員個人業績データの管理に

関すること

④教育研究活動等点検評価委員会 ⑥経営企画室が所掌する評価業

が所掌する評価業務の援助に関す 務の援助に関すること

ること

第10 本方針に基づく自己評価の実施時期

平成１８年度の事業年度評価から実施。

第11 評価方法の継続的見直し

評価方法については、評価の実施状況を踏まえ、必要に応じ見直し。なお、大学

基準協会が評価基準の見直し作業を行っていることから 「総合評価」の方法はその、

結果も踏まえて見直し。


